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○日向市ひまわり基金事業推進協議会要綱

平成18年10月５日

告示第218号

目次

第１章 総則(第１条・第２条)

第２章 組織及び運営(第３条―第８条)

第３章 事業の実施

第１節 ひまわり基金事業(第９条・第10条)

第２節 助成事業(第11条―第21条)

第３節 人材づくり事業(第22条―第24条)

第４章 雑則(第25条)

附則

第１章 総則

(趣旨)

第１条 この告示は、日向市ひまわり基金条例(平成元年日向市条例第35号)に規定する日向市ひまわり

基金を活用して行う事業(以下「ひまわり基金事業」という。)を推進するために設置する日向市ひま

わり基金事業推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営及びひまわり基金事業の実施に関し

て、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第２条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(１) ひまわり基金事業の実施計画の策定に関すること。

(２) ひまわり基金事業の実施に関すること。

(３) ひまわり基金事業の評価に関すること。

(４) その他ひまわり基金事業の推進に関すること。

第２章 組織及び運営

(組織)

第３条 協議会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(１) 市の職員 ２人以内

(２) 市内に所在する非営利活動団体の関係者 12人以内

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

３ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第４条 協議会に会長、副会長及び監事２人を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
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３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

４ 監事は、協議会の経理事務を監査する。

(会議)

第５条 協議会の会議は、会長が招集する。

２ 会長は、会議の議長となる。

３ 会議は、過半数の委員の出席で成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。この場

合において、可否同数のときは議長の決するところによる。

(経費)

第６条 協議会の運営費は、市の補助金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度及び出納の閉鎖)

第７条 協議会の会計年度は、４月１日から翌年３月31日までとする。

２ 協議会の出納は、翌年度の５月31日をもって閉鎖する。

(事務局)

第８条 協議会の事務を処理させるため、地域コミュニティ課に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長を置き、地域コミュニティ課長をもって充てる。

第３章 事業の実施

第１節 ひまわり基金事業

(ひまわり基金事業)

第９条 協議会は、ひまわり基金事業として助成事業及び人材づくり事業を行う。

(事業の実施計画)

第10条 協議会は、毎年度ひまわり基金事業に係る実施計画を策定し、これを公表するものとする。

第２節 助成事業

(助成事業)

第11条 協議会は、市内に活動拠点を置き、５人以上で組織された公益的な市民活動に取り組む団体

(特定非営利活動促進法(平成10年法律第７号)に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」とい

う。)を含む。以下「市民活動団体」という。)の活動を支援するため、助成事業を行う。

２ 前項に掲げる助成事業の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）及び助成金の対象と

なる団体（以下「対象団体」という。）は、次の表のとおりとする。

助成対象事業 対象団体

市民活動支援事業 地域の見守り・交流促進、子育て・

福祉・防災・環境美化、地域資源を

活かした交流イベント、担い手育成

（講座・研修）等の地域に直接還元

される又は広く市民に公開される取

組

市民活動団体（その役員が日向

市暴力団排除条例（平成23年日

向市条例第23号）第２条第５号

に規定する暴力団等に該当しな

いものに限る。以下同じ。）
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（助成対象経費）

第11条の２ 助成対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、前条の左欄に掲げる事業を

実施するために必要な経費とする。ただし、飲食費、対象団体の運営費及び対象団体の構成員に支

給される費用を除くものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、助成対象経費として不適当と協議会の会長（以下「会長」という。）

が認めたものは、助成対象経費としないものとする。

(助成金の交付)

第12条 助成金の額及び助成回数は、次の表のとおりとする。

助成対象事業区分 助成金の額 助成回数

市民活動支援事業 助成象経費に４分の３を乗じて得た額以内

で会長が定める額とする。ただし、1事業当た

り20万円を限度とする。

１団体につき３回まで

とする。

スタートアップ支援事業 助成象経費に10分の10を乗じて得た額以内

で会長が定める額とする。ただし、10万円を

限度とする。

１団体につき１回限り

とする。

ひまわりの種事業 助成象経費に10分の10を乗じて得た額以内

で会長が定める額とする。ただし、５万円を

限度とする。

１団体につき１回限り

とする。

スタートアップ支援事業 新規の地域課題解決プロジェクトの

立上げ、活動周知・参加者獲得の仕

組みづくり、初回イベント・体験会

の開催、運営体制整備に資する学習

会・研修等

市民活動団体を設立して３年以

内の団体

ひまわりの種事業 学生が企画運営する地域交流・まち

の魅力発信、ボランティア活動、学

習支援・居場所づくり、地域イベン

トへの参画・協働企画等、地域に波

及する取組

次の各号のいずれにも該当す

る市民活動団体

(１) 市内に住所を有している

学生又は市内にある学校に

在籍している学生が全会員

の過半数を占めること。

(２) 代表者が18歳以上の者で

あること。

ひまわり塾生チャレンジ

事業

第22条に規定するひまわり塾（以下

この表で「ひまわり塾」という。）

で得た知識・ネットワークを活かし

た新規プロジェクト、協働による課

題解決の実証事業、地域資源を活か

した企画、情報発信・関係人口づく

り等のチャレンジ型の取組

次の各号のいずれにも該当す

る市民活動団体

(１) 過去３年以内にひまわり

塾を修了又は修了予定の者

が２人以上在籍しているこ

と。

(２) 代表者が18歳以上の者で

あること。
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２ 前項の表の右欄に定める助成回数は、同表の左欄の助成対象事業区分ごとに、同一の対象団体が

助成を受けられる回数とする。

３ 対象団体は、同一の会計年度内において、前項の表の左欄に掲げる２以上の助成対象事業につい

て、重複して助成金の交付を受けることができない。

４ 市民活動支援事業に係る助成金の交付は、同一の会計年度において、同一の対象団体につき１回

限りとする。

５ 協議会は、助成事業に係る助成金の交付基準を策定し、これを公表するものとする。

(助成金の交付申請)

第13条 助成金の交付を受けようとする対象団体（以下「申請団体」という。）は、次に掲げる書類

により会長に申請するものとする。

(１) 日向市ひまわり基金助成事業助成金交付申請書(様式第１号)

(２) 事業計画書(市民活動助成事業)(様式第２号)

(３) 事業収支予算書(様式第３号)

(４) 市民活動団体概要書(様式第４号)

(５) 申請団体の定款、規約等

(６) 申請団体の会員名簿

(７) 誓約書兼同意書（様式第５号）

(８) その他会長が必要と認める資料

２ 申請団体は、当該事業を実施する２月前までに前項に規定する申請を行なわなければならない。

(審査)

第14条 前条の申請書類を審査するため、協議会に審査委員を置く。

２ 審査委員は、会長、副会長及び第３条第１項第１号の市の職員をもって充てる。

３ 協議会は、申請された事業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請を過去に

助成を受けた事業と同一のものとみなして、助成の可否の決定又は助成回数の算定を行うものとす

る。

(１) 申請事業の内容が、同一の申請団体又は他の対象団体が過去に助成を受けた事業と実質的に同

一であると認められるとき。

(２) 申請団体が過去に助成を受けた他の対象団体と実質的に同一であると認められるとき。

(助成金の交付決定)

第15条 会長は、第13条第１項の規定による申請があったときは、前条第１項に定める審査委員によ

る審査結果を踏まえ、助成の可否及び助成金の額を決定し、日向市ひまわり基金助成事業助成金交

付決定通知書(様式第６号)により、申請者に通知するものとする。

ひまわり塾生チャレンジ

事業

助成象経費に10分の10を乗じて得た額以内

で会長が定める額とする。ただし、10万円を

限度とする。

１団体につき１回限り

とする。
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２ 前項に規定する助成金の交付決定及び助成金の額の決定は、当該年度における協議会の予算の範

囲内で行うものとする。

(事業内容の変更等)

第16条 助成金の交付決定を受けた申請団体(以下「事業実施団体」という。)は、次の各号のいずれ

かに該当するときは、速やかに日向市ひまわり基金助成事業(変更・中止)申請書(様式第７号)を会

長に提出し、その承認を受けなければならない。

(１) 事業の内容(軽微なものを除く。)を変更しようとするとき。

(２) 事業を中止しようとするとき。

２ 会長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、可否について日向市ひまわり

基金助成事業(変更・中止)承認(不承認)通知書(様式第８号)により事業実施団体に通知するものと

する。

(実績報告)

第17条 事業実施団体は、事業の完了後、完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあ

った年度の翌年度の４月20日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を会長に提出しなければ

ならない。

(１) 日向市ひまわり基金助成事業実績報告書(様式第９号)

(２) 日向市ひまわり基金助成事業実施結果報告書(様式第10号)

(３) 事業収支決算書(様式第11号)

(４) その他会長が必要と認める書類

(助成額の確定)

第18条 会長は、前条の規定により実績報告の提出を受けたときは、速やかに助成金の額の確定を行

うものとする。この場合において、事業実施団体が事業実施のため支出したとする経費について、

その使途、金額、支出先等の事実が領収書等の証拠書類によって明確に確認できない場合は、当該

経費については、第11条の２の規定にかかわらず、助成対象経費としない。

２ 会長は、前項の規定により助成金の額を確定した時は、日向市ひまわり基金助成事業助成金額確

定通知書(様式第12号)により事業実施団体に通知するものとする。

(人材づくり事業)

第22条 協議会は、人材づくり事業として、ひまわり塾(市内に在住し、在勤し、又は市内の市民活動

団体に所属する者を対象として、市内における公益的な市民活動を担う人材を養成する事業をい

う。)を行う。

(事業内容)

第23条 ひまわり塾の具体的な内容は、第10条の実施計画によるものとする。

２ 協議会は、ひまわり塾の受講生(以下「塾生」という。)に対し、国内の先進地視察研修(協議会が

適当と認めるものに限る。)への参加を勧めるものとする。
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３ 協議会は、塾生に対し、前項の研修への参加費用(旅費を含む。)を助成するものとする。

４ 前項の助成の基準は、協議会が別に定める。

５ 第２項の研修に参加した塾生は、研修を受けた年度内に報告会を開催するものとする。

(事業の委託)

第24条 ひまわり塾の実施は、協議会が適当と認めた市民活動団体に委託することができるものとす

る。

第４章 雑則

(委任)

第25条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営及びひまわり基金事業の実施に関して必要な事

項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

附 則(平成19年６月29日告示第115号)

この告示は、公表の日から施行する。

附 則(平成19年８月６日告示第125号)

この告示は、公表の日から施行する。

附 則(平成21年４月１日告示第72号)

この告示は、公表の日から施行する。

附 則(平成25年３月25日告示第52号)

(施行期日)

この告示は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第13条の表市民活動助成事業の項助成金の

限度額等の欄中ただし書きを加える改正規定については、平成27年４月１日から施行する。

附 則(平成26年３月31日告示第53号)

この告示は、平成26年４月１日から施行する。

附 則(平成27年４月１日告示第59号)

この告示は、平成27年４月１日から施行する。

附 則(令和７年３月25日告示第55号)

この告示は、公表の日から施行する。

附 則(令和８年５月８日告示第141号)
（施行規則等）

１ この告示は、公表の日から施行し、令和８年４月１日以後に実施する助成事業及び人材づくり事

業から適用する。

（助成回数の経過措置）

２ 改正後の第12条の規定にかかわらず、平成27年４月１日から令和８年３月31日までの間（以下

「特定期間」という。）に改正前の第12条の規定による市民活動助成事業に係る助成を受けた申請
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団体の市民活動支援事業に係る助成回数の上限は、次の各号に掲げる特定期間内の助成回数に応

じ、当該各号に定める回数とする。

(１) 特定期間内に受けた助成回数が１回の場合 ３回

(２) 特定期間内に受けた助成回数が２回又は３回の場合 ４回

(３) 特定期間内に受けた助成回数が４回の場合 ５回

３ 前項の規定による助成回数の算定に当たっては、特定期間内に受けた助成回数を含むものとす

る。
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T  E  L

F  A  X

E - mail

代 表 者 の 氏 名

T  E  L

F  A  X

E - mail

連 絡 先 （住所） T  E  L

F  A  X

（氏名）   E - mail

 □事業計画書（市民活動助成事業）（様式第２号）

 □事業収支予算書（様式第３号）

 □市民活動団体概要書（様式第４号）

 □申請団体の定款、規約等

 □申請団体の会員名簿

 □誓約書兼同意書（様式第５号）

 □その他必要な書類

助 成 金 交 付
区 分

助 成 金 交 付
申 請 額

円

　 代表者氏名

様式第1号（第13条関係）

日向市ひまわり基金助成事業助成金交付申請書

□市民活動支援事業
□ひまわりの種事業

□スタートアップ支援事業
□ひまわり塾生チャレンジ事業

　　　年　　　月　　　日

    日向市ひまわり基金事業推進協議会会長　様

団 体 の 名 称

団 体 の 所 在 地

代 表 者 の 住 所

※この申請の問合

せに対応できる方

　上記のとおり、　　　　年度日向市ひまわり基金事業助成金の交付を受けたいので、
日向市ひまわり基金事業推進協議会要綱の規定により、関係書類を添えて申請します。

添 付 書 類
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団体名

事 業 名

場 所

期 間

人

人

様式第2号（第13条関係）

事業計画書（ひまわり基金助成事業）

区分（　　　　　　　　　　　　）

　　　　年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日まで（　　日間）

延べ活動参加者予定数

観客・利用者等予定数

　※ 記入欄が不足するときは、別紙を添付してください。

事 業 の 目 的

事 業 内 容

※実施時期、
　開催場所、
　対象者、
　参加料金等を　
　記入

事 業 の 特 徴

※事業の魅力や
　工夫点を記入

事 業 の 効 果

※事業を行う
　ことによって
　生じる効果を
　記入

方 法
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様式第3号（第13条関係）

団体名

１ 収入の部

２ 支出の部

事 業 収 支 予 算 書

項　　目 予　算　額 (円) 積　　算　　内　　訳

助成金

自己資金

事業実施による
収入等

その他

合　　計

項　　目 予　算　額 (円) 積　　算　　内　　訳

合　　計

対
象
外
経
費

補
助
対
象
経
費
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T  E  L

F  A  X

E - mail

代 表 者 の 氏 名

T  E  L

F  A  X

E - mail

設 立 年 月 日

構 成 員 数

※構成員の名簿を
　添付のこと

日 向 市 か ら の 　年度 　年度 　年度

助 成 実 績

様式第4号（第13条関係）

市民活動団体概要書

ふりがな　　　

　　　　　　　　年　　　月　　　日

年 度

助 成 金 額 円 円 円

団 体 の 名 称

団 体 の 所 在 地

代 表 者 の 住 所

　人 　団体

設 立 の 経 緯

団 体 の 目 的

主 な 活 動 内 容

主 な 活 動 地 域

助 成 金 の
名 称
（ 区 分 ）※実績のない場合

　は記入不要
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様式第5号（第13条関係）

誓約書兼同意書

　　　　年　　　月　　　日

日向市ひまわり基金事業推進協議会　会長

日 向 市 長

団体の名称

団体の住所

代表者氏名

　下記に示す者は、日向市暴力団排除条例第２条第５号の暴力団等ではないことを誓約

します。

　また、本書の記載事項が事実と相違ないこと、本書を日向市に提出すること及び日向

市暴力団排除条例に基づき、日向市が暴力団を利することのないことを確認するため、

本書に記載された個人情報を警察機関へ提供することについて同意します。

役職名
ふりがな

氏名 住所 生年月日 同意年月日

様

年　　月　　日 年　　月　　日

年　　月　　日 年　　月　　日

年　　月　　日 年　　月　　日

年　　月　　日 年　　月　　日

年　　月　　日 年　　月　　日
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様式第６号（第 15 条関係）

（文書番号）

年 月 日

様

日向市ひまわり基金事業推進協議会

会長

日向市ひまわり基金助成事業助成金交付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった 年度日向市ひまわり基金助成事業助

、 。成金については 下記交付決定額を交付することに決定しましたので通知します

記

団 体 名

代 表 者 氏 名

代 表 者 の 住 所

事 業 名

（ 区 分 ）

助 成 金 交 付 決 定 額

なお、事業の実施にあたっては、次の事項に留意されるようお願いします。

１．偽りその他不正な手段でこの助成金の交付を受けたものであるとき、又は助

成金の交付対象となった事業を実施しなかったときは、助成金を返還しなけれ

ばなりません。

２ 終了後は 速やかに 日向市ひまわり基金助成事業実績報告書 を提出して． 、 「 」

ください。

３．やむを得ない理由で事業を変更・中止するときは 「日向市ひまわり基金助、

成事業（変更・中止）申請書」を提出してください。

○審査員からの意見
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様式第7号（第16条関係）

　　　　年　　月　　日

日向市ひまわり基金事業推進協議会　会長　　様

団体の名称

団体の住所

代表者氏名

　　　年度日向市ひまわり基金助成事業（変更・中止）申請書

　　　　年　　月　　日付け（文書番号）で交付決定のありました日向市ひまわり基金

助成事業助成金については、下記の理由により当該事業を（変更・中止）したいので、

承認くださるよう申請します。

記

○変更（中止）の理由
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様式第 8 号（第 16 条関係）

（文書番号）

年 月 日

様

日向市ひまわり基金事業推進協議会

会長

年度日向市ひまわり基金助成事業（変更・中止）承認（不承認）通知書

年 月 日付けで（変更・中止）申請がありました日向市ひまわり基金助成事業

助成金については、下記のとおり決定しましたので通知します。

記

１ 決定内容 □ 承認 □ 不承認

２承認（不承認）の理由
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T  E  L

F  A  X

E - mail

代 表 者 の 氏 名

T  E  L

F  A  X

E - mail

連 絡 先 （氏名） T  E  L

F  A  X

E - mail

□日向市ひまわり基金助成事業実施結果報告書（様式第９号）

□事業収支決算書（様式第10号）

□事業経費の領収証等の写し

□事業実施の際のチラシ・レジュメ等

□記録写真（事業の記録写真数枚）

□その他必要な書類

代表者氏名

様式第9号（第17条関係）

日向市ひまわり基金助成事業実績報告書

ふりがな　　　　

　　年　　月　　日

    日向市ひまわり基金事業推進協議会会長　様

団 体 の 名 称

団 体 の 所 在 地

代 表 者 の 住 所

※この報告の問合

せに対応できる方

　  上記のとおり、　　　　年度日向市ひまわり基金助成事業を実施したので、日向市
 ひまわり基金事業推進協議会要綱の規定により、関係書類を添えて報告します。

添 付 書 類
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団体名

事 業 名

（当初） 人 （実績） 人 （増減） 人

（当初） 人 （実績） 人 （増減） 人

　記入欄が足りない場合は、適宜追加してください。

様式第10号（第17条関係）

日向市ひまわり基金助成事業実施結果報告書

区分（　　　　　　　　　　　　）

実 施 場 所

実 施 期 間

参 加 対 象

参 加 料 金

延べ活動参加者数

観客・利用者等数

増又は減と
なった理由

事 業 内 容

今 後 の
課 題 等

その他

事業の内容

 事業の効果
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様式第11号（第17条関係）

団体名

１ 収入の部

２ 支出の部

事 業 収 支 決 算 書

項　　目 予算額 (円) 決算額（円） 比　　較 積　算　内　訳

合　　計

項　　目 予算額 (円) 決算額（円） 比　　較 積　算　内　訳

合　　計

　※ 記入欄が不足するときは、別紙を添付してください。

対
象
外
経
費

補
助
対
象
経
費
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様式第 12 号（第 18 条関係）

（文書番号）

年 月 日

様

日向市ひまわり基金事業推進協議会

会長

日向市ひまわり基金助成事業助成金額確定通知書

年 月 日付け（文書番号）で決定しました 年度日向市ひまわり基金助成

事業助成金実績報告書に基づき審査した結果、下記のとおり助成金の額が確定しましたの

で通知します。

記

団 体 名

代 表 者 氏 名

代 表 者 の 住 所

事 業 名

（ 区 分 ）

助 成 金 確 定 額

※この補助金の額の確定通知書の写しを添付して、請求書を提出してください。

※日向市ひまわり基金助成事業における貴団体の助成実績は下記のとおりです。

年度 年度 年度 年度

事業名

助成区分

助成額 円 円 円


